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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年３月９日 ０６時３０分ごろ～０８時３０分ごろの

間） 

（死亡時刻：令和４年３月９日 １２時０３分） 

発生場所 不明（新潟県佐渡市藻浦埼北東方） 

事故の概要  漁船やまき丸は、操業中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過 令和４年３月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 やまき丸、１.３トン 

ＮＧ３－１６９１１（漁船登録番号）、個人所有 

６.５７ｍ（Lr）×１.５８ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、平成７年 

 乗組員等に関する情報 船長 ７９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年２月２６日 

免許証交付日 平成３１年２月１４日 

        （令和６年５月３１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東～南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約９℃ 

 事故の経過 本船は、和船型の船外機船で、船長が１人で乗り組み、養殖わかめ

の収穫を行う目的で、令和４年３月９日０６時３０分ごろ、藻浦埼北

方の養殖施設に向け、佐渡市石花地区の船揚場を出港した。 

船長の家族は、船長が自宅を出発する際、遅くとも０８時ごろまで

には帰港する旨を聞いていたが、０８時を過ぎても帰港しないので、

０８時３０分ごろ陸岸から沖合を確認したところ、養殖施設付近に本

船らしき船舶が確認できたものの、船長の姿が確認できなかったの

で、同じ集落に住む漁師（以下「僚船船長」という。）に船を出して

本船及び船長の状況を確認してもらうよう依頼した。 
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親縄 

本船は、０９時００分ごろ藻浦埼北東方の漁場付近の海域を無人で

旋回しているところを僚船船長に発見された。 

僚船船長は、船長が本船から落水したと思い、本事故の発生を船長

が所属する漁業協同組合（以下「所属漁協」という。）に連絡した。 

所属漁協の職員は、海上保安庁に本事故の発生を通報するととも

に、組合員及び水難救済会に船長の捜索を行ってもらうよう依頼し

た。 

船長は、海上保安庁、僚船、水難救済会の所属船等による捜索が行

われた結果、１０時１５分ごろ養殖施設の西方沖の海面に浮いていた

ところを、近隣の漁業協同組合に所属する漁師によって発見され、僚

船に引き揚げられた後、石花地区の船揚場に運ばれた。 

船長は、消防の救急隊員によるＡＥＤ（自動体外式除細動器）及び

心臓マッサージ等の応急処置が行われた後、救急車により佐渡市内の

病院に搬送されたものの、１２時０３分医師により死亡が確認され、

死因は溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船が行う養殖わかめ漁は、海中にはえ
．．

縄式の養殖施設を敷設し、

例年１１月初旬ごろ親縄にわかめ
．．．

の種苗糸を巻き付けて育成させた

後、翌年３月初旬から下旬までの間にかけて収穫が行われており、船

長は、本事故当日が今シーズン初めての収穫であった。 

船長が行う養殖わかめの収穫は、船体を親縄に沿って移動させなが

ら親縄を手で引き揚げ、育成されたわかめ
．．．

を刃物で切った後、親縄を

海中に戻す作業を繰り返すものであった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

石花地区の船揚場では、本事故当日、養殖わかめ漁で出港したのは

本船のみであった。 

本船には、発見時、船内に収穫された養殖わかめが残されており、

他船と衝突又は乗り揚げた際に生じるような痕跡は見受けられなかっ

た。 

船長は、発見時、カッパの上下、ゴム長靴等を着用していたもの

の、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 

海面 

図１ わかめ養殖施設概略図 



- 3 - 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

不明 

なし 

 船長の死因は、溺水であった。 

 船長は、０６時３０分ごろ船揚場を出港した後、０８時３０分ごろ

藻浦埼北東方の漁場付近において、無人の状態の本船が発見されたこ

とから、この間において、落水して溺死したものと考えられる。 

 本船は、発見された際、船体に他船との衝突痕等の損傷がなく、船

内には収穫された養殖わかめが残された状態であったことから、船長

は、養殖わかめの収穫作業中又は収穫作業後に落水したものと考えら

れるが、目撃者がおらず、落水した状況を明らかにすることはできな

かった。 

原因 本事故は、本船が、藻浦埼北東方の漁場付近において、船長が、養

殖わかめの収穫作業中又は収穫作業後に落水して溺水したことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・乗船者は、暴露甲板上で作業を行う場合、救命胴衣を着用するこ

と。 

・小型船舶に１人で乗り組む船長は、漁を行う際、作業時などに落

水する場合があるので、事前に縄ばしご等を装備し、安全を確保

した上で作業を行うことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石花地区の船揚場 

新潟県佐渡市 

新潟県 

藻浦埼 

養殖施設 
船長が発見された場所 

一般財団法人日本水路協会発行の航海用電子参考図（New pec 使用） 

 

写真１ 本船 


